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 補助の“対象外”となります。 

在来線と新幹線を併用している場合は対象となります。 

 

 

 

 補助の“対象外”となります。 

定期券の購入及びその証明が必須の要件となります。ただし，小学生について

は，新幹線の定期券がないことから，証明方法が異なりますので，別途，事務局

にお問い合わせください。 

  

  

 補助の“対象外”となります。 

東京圏（東京都，千葉県，神奈川県，埼玉県）に通勤（通学）している方のみが

補助制度の対象となります。 

  

 

 

 補助の“対象外”となります。 

通勤者については，企業等の雇用保険の被保険者である従業員 

通学者については，学校教育法に規定される学校，専修学校（一般課程を除く）

等に通学する学生が対象となります。 
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 新幹線定期券の有効期限の最終日が令和８年４月１日から令和９年３月３１日ま

でのものが令和８年度に申請が可能な定期券となります。 

 

 

 

 補助の“対象外”となります。 

東京圏の企業等に週の勤務日の過半以上通勤していることが条件となります。 

  

 

 

 補助の“対象”となります。 

新幹線の定期券を利用した通勤（通学）の期間について申請が可能です。 

ただし，通勤（通学）の期間が月の日数の過半に満たない場合は，使用期間とし

て認めないことをご承知おきください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 通学者については，以前より宇都宮市にお住いの方も補助の対象となります。 

通勤者については，宇都宮市に転入して３年以内の方，かつ，市に転入する直前

に連続して１年以上東京圏に居住していた方が補助制度の対象となりますのでご

注意ください（申請日の属する年度の末日において，学校等の卒業見込み，又は

卒業後３年以内の者で，２９歳以下である「新卒者」についてはこの限りではあ

りません。）。 

本制度は移住や定住を促進するための施策として構築し，本市に住み続ける行動

変容を促すことを目的としていることから，ご理解ください。 

  

  

 ＪＲ鶴田駅やＪＲ岡本駅，ＪＲ雀宮駅などから在来線を乗り継いで新幹線を利用

３か月定期 

 

３か月定期 

 
１か月 １か月 １か月 

１か月  １か月 

＝ 補助上限 ３万円 

（補助対象通勤通学期間３か月×補助上限１万円）  

新幹線 

新幹線 在来線 

↑20 日に在来線定期から新幹線定期に変更など 

＝ 補助上限 １万円 

（補助対象通勤通学期間１か月×補助上限１万円） 
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した場合でも補助の対象となります。 

 

 

 各学校にご確認いただくか，下記ホームページをご参照ください。 

（参考）専修学校・各種学校一覧 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/1332563.htm 

一般課程は対象外となります。 

 

 

 

 

 定期券を購入した証明書がない場合，申請の受付はできません。 

  

 

 

 定期区間・期間等が分かるクレジットカードの利用明細書であれば証明書として

扱うことが可能です。その場合には，「購入したクレジットカードの所有者がわか

る資料（クレジットカードの券面の写しなど）」及び「クレジットカードご利用票

の金額と同額の定期券を所有していることがわかる資料（現在使用中の定期券の

券面の写しなど）」を併せてご提出ください。 

  

 

 

 定期券の有効期限の最終日以降，同最終日が属する年度末までが申請期間となる

ため，定期券購入前に申請することはできません。 

また，定期券を購入した証明書を保管いただける場合，年度末に１年分の申請を

いただくことが可能です。 

  

 

 保護者が申請することも可能です。 

申請者が保護者になる場合には，振込先は保護者名の口座をご指定ください。 

  

  

 年度内の継続申請については，下記２点の申請書類を提出してください。 

※その他の書類も提出いただく可能性があります。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/1332563.htm
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①東京圏通勤・通学支援補助金交付申請書兼請求書 

②定期券の表面の写し又は購入した定期券の区間，有効期間，金額等が確認でき

るもの。 

 

  

 年度内の初回申請にあたっては，学校等が発行する在学証明書をご提出ください。 

年度内の継続申請にあたっては，改めての在学証明書の提出は不要です。  

 

  

 それぞれ申請いただくことが可能です。 

１世帯に対する申請の上限はありません。 

ただし，本補助制度の申請前５年以内に「移住支援金」の申請者として支援金の

交付を受けている場合には，本補助制度を利用いただくことはできません。 

  

  

 申請いただくことが可能です。 

モバイル Suica の利用者や定期券の区間などが分かるよう，アプリ内の「基本情

報」の画面と「Suica の詳細」の画面を複写し，申請書類等と併せて提出してくだ

さい。 

 

 

 申請をいただいた方から順次，補助金の交付を行います。 

申請いただいた全ての方に対し，補助金の交付を行えるよう，可能な限り，財源

の確保に努めていきたいと考えておりますが，本事業については，予算に上限が

あることから，補助要件を満たしていても補助をご利用できない可能性もありま

すのでご了承ください。 

  

 

 通勤者については最大３年間（初回申請から連続した３年間）， 

通学者については学校等が定める修業年限を超えない範囲で申請いただくことが

可能です。 

  

 

 必要書類を令和９年３月３１日（水）までに直接または郵送（必着）にて市へご

提出いただくか，「宇都宮市電子申請共通システム」より申請してください。 

 [送付先]  

〒320-8540 宇都宮市都市ブランド戦略課 

所在地 ：宇都宮市旭１丁目１番５号 市役所７階 
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電話番号：028—632-2115 

［宇都宮市電子申請共通システム]  

https://lgpos.task-asp.net/cu/092011/ea/residents/procedures/apply/395c0b00-

f1f2-4fe1-9a4e-2f98a2852523/start 

 

 

 地区市民センターや出張所にて申請書類の提供や審査などは行いません。 

申請書類は市ホームページよりご取得いただき，申請については，宇都宮市都市

ブランド戦略課に申請してください。 

  

 

 年度内に申請することは“できません”。 

定期券の有効期限の最終日以降，同最終日が属する年度末までが申請期間となる

ことから，次年度の申請対象となります。 

ただし，次年度における本補助事業の実施については、本市予算の議決等により

決定することから，補助の実施について確約するものではありません。 

  

 

 

 「若年夫婦，子育て世帯及び新卒採用者等家賃補助金」や「マイホーム取得支援

事業補助金」など，他の補助制度を併用いただくことが可能です。 

ただし，本補助制度の申請前５年以内に「移住支援金」の申請者として支援金の

交付を受けている場合には，本補助制度を利用いただくことはできません。 

  

 

 本補助金の交付決定日から３年以内に市から転出した場合本補助金を返還いただ

きます。ただし，就職後，遠方への転勤を命ぜられた場合など，やむを得ない事

情がある場合はこの限りではないことから，転出する際には，事前に事務局へご

相談ください。 

 

 本補助金の交付決定日から３年以内に市から転出した場合本補助金を返還いただ

きます。 

保護者の転勤など，やむを得ない事情がある場合はこの限りではないことから，

転出する際には，事前に事務局へご相談ください。 

  

 

https://lgpos.task-asp.net/cu/092011/ea/residents/procedures/apply/395c0b00-
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 「新卒者」の要件を満たせるのは２９歳までであることから，同要件で申請する

ことは“できません”。 

ただし，通勤者の要件を満たせる場合には最大３年間（初回申請から連続した３

年間）の範囲内で申請することが可能です。 

  

 

 休職期間中も最大３年間（初回申請から連続した３年間）に含みます。 

ただし，企業等が就業規則に定める産休・育休の場合は期間に含みません。 

  

 

 最大３年間（初回申請から連続した３年間）の範囲内で申請することが可能です。 

  

 

 

 可能です。「定期券の有効期限の初日」が初回申請時の有効期限初日から連続した

３年間の期間に含まれていれば，該当の定期券を対象にできます。（今回の例では，

申請したい「定期券の有効期限の初日」が令和８年３月２０日であり，初回申請

時の有効期限初日（令和５年４月５日）から３年間である（令和８年４月４日）

までの期間に含まれているため，３か月定期を対象にできます。 

  

 

 継続申請を行うことは“できません”。 

虚偽や重大な錯誤のある申請を行った場合，本補助金を返還いただきます。 

 

 

本補助金は「宇都宮市立地適正化計画で定める区域」と「地区計画区域のうちの

１５区域（令和８年４月１日現在）」に居住し，住民票の住所が対象の住宅の所

在地となっている必要があります。 

対象区域と対象区域の確認方法は以下の通りです。 

 

(1)  「宇都宮市立地適正化計画」で定める次の区域 

① 高次都市機能誘導区域 
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② 都市機能誘導区域 

③ 居住誘導区域 

 

確認方法 宇都宮まちかど情報マップを開き，以下の手順でご確認ください。 

 

【パソコンで閲覧する場合】 

《手順１》宇都宮まちかど情報マップを開き，画面左側の「操作ツール」→「▽

地図切替」→「マップ切替」の選択メニューから，「立地適正化計画に係る

誘導区域」を選択する。 

 

《手順２》画面上側の「住所から探す」を選択の上，住所を入力し「検索」す

る。住所地が以下の面に含まれているかご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

【スマートフォン等で閲覧する場合】 

《手順１》宇都宮まちかど情報マップを開き，左上のメニュー（三本線のマー

ク）から「メニュー画面に戻る」を選択の上，下方にある「立地適正化計画

に係る誘導区域」を選択する。 

 

《手順２》メニュー（三本線のマーク）から「住所から探す」を選択の上，住所

を入力し，「地図」で確認する。住所地が以下の面に含まれているかご確認

ください。 

 

 

 

 

 

 

  

 

(2)  地区計画区域のうちの 15 区域(令和 8年 4月 1日時点) 

① 篠井ニュータウン地区計画区域（下小池町地内） 

② 宝木本町仁良塚タウン地区計画区域（宝木本町地内） 

③ にらつかニュータウン地区計画区域（宝木本町地内） 

④ 宝木新里ニュータウン地区計画区域（宝木本町及び新里町地内） 

青色の面に含まれる場合は，『高次都市機能誘導区域』 

赤色の面に含まれる場合は，『都市機能誘導区域』 

オレンジ色の面に含まれる場合は，『居住誘導区域』 

※ 境界付近に住所地が所在する場合は，NCC 推進課（028－632－2039）へお問い

合わせください。 

青色の面に含まれる場合は，『高次都市機能誘導区域』 

赤色の面に含まれる場合は，『都市機能誘導区域』 

オレンジ色の面に含まれる場合は，『居住誘導区域』 

※ 境界付近に住所地が所在する場合は，NCC 推進課（028－632－2039）へお問い

合わせください。 
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⑤ フラワーニュータウン三向宝木地区計画区域（宝木本町及び新里町地内） 

⑥ 城西ニュータウン地区計画区域（田野町，田下町及び大谷町地内） 

⑦ グッドライフタウン氷室地区計画区域（氷室町地内） 

⑧ グッドフルタウン氷室地区計画区域（氷室町地内） 

⑨ さつきタウン奈坪地区計画区域（中岡本町地内） 

⑩ 緑の丘金井久保地区計画区域（中岡本町地内） 

⑪ スマイルタウン奈坪地区計画区域（中岡本町地区） 

⑫ 白沢学舎の郷地区計画区域（白沢町地内） 

⑬ ハーモニータウン東岡本地区計画区域（東岡本町地内） 

⑭ イーストタウン瑞穂野地区計画（東刑部町地内） 

⑮ 道場宿ニュータウン地区計画区域（道場宿町地内） 

 

確認方法 宇都宮市都市計画情報マップを開き，以下の手順をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《手順１》宇都宮市都市計画情報マップを開き，利用条件に「同意する」で検索

画面へ。 

 

《手順２》検索画面左側の「操作ツール」→「▽表示設定」のチェックボックス

から，「地区計画区域」にチェックを入れます。 

（他のチェックボックスはチェックを外してください。） 

 

《手順３》画面上側の「住所から探す」を選択の上，住所を入力し「検索」す

る。 

 

《手順４》青い斜線の面をクリックして宇都宮市都市計画情報マップを開き，住

所地が補助対象となる 15 の地区計画区域のいずれかに該当していることを

ご確認ください。 

※ 境界付近に所在する場合は，都市計画課（028－632－2567）へお問い合わせ

ください。 

 

【宇都宮都市計画情報マップ】 

本市ホームページを開き，「トップページ」＞「暮らし」＞「住まい・まちづくり」＞ 

「建築・開発」＞「都市計画」＞「都市計画に関する情報をホームページでご覧いただけます」 

 

 

（宇都宮都市計画情報マップ URL・QR コード） 

https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/machi/kenchiku/toshikeikaku/1005770.html 

https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/machi/kenchiku/toshikeikaku/1005770.html
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２～３か月程度での補助金受け取りをご想定ください。 

 

毎月月末までに提出いただいた申請を翌月一括審査いたします。 

審査にあたっては，住民であることや滞納がないことの確認など，他機関への確

認も伴うことから，１か月程度要する見込みであり，審査終了後，交付決定・支

払い手続きなどを速やかに行う想定です。 

申請件数が多くなる時期など，審査や交付手続きに時間を要することも想定され

ることから，２～３か月程度での補助金受け取りをご想定ください。 

なお，交付を決定した際には，改めて通知でお知らせいたします。 

 


